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請
求
期
間

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

◎ 

前
回
の
特
別
弔
慰
金
を
那
覇
市
で
受
給
し
現
在
も
那
覇

市
に
お
住
い
の
方
、
又
、
該
当
者
と
思
わ
れ
る
方
に
は

受
付
案
内
の
通
知
を
送
付
し
ま
す
の
で
、﹇
表
Ａ
﹈
で

受
付
予
定
日
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

請
求
を
お
急
ぎ
の
方
は
、
受
付
期
間
に
関
わ
ら
ず
受
付
可
能

で
す
が
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

◎ 

次
の
方
は
今
回
の
請
求
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
。 

★
前
回
相
続
で
受
給
し
た
方 

★
令
和
２
年
３
月
31
日
以
前
に
死
亡
し
た
方

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止

対
策
と
し
て
、
前
回
と
同
じ
方
が
請
求
す
る
場
合
、

郵
送
で
の
手
続
き
が
可
能
で
す
の
で
お
電
話
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

第
11
回
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

戦
後
75
周
年
に
あ
た
る
令
和
２
年
、
第
11
回
特
別
弔
慰
金
と
し
て

額
面
25
万
円
、
５
年
償
還
の
記
名
国
債
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

特
別
弔
慰
金
は
、
先
の
大
戦
で
公
務
等
の
た
め
国
に
殉
じ
た
軍
人
、

軍
属
及
び
準
軍
属
の
方
々
に
対
し
国
と
し
て
弔
慰
の
意
を
表
す
た
め

に
、
ご
遺
族
の
方
へ
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

支
給
対
象
者

戦
没
者
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
の
方
で
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す

る
方
お
一
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
令
和
２
年
４
月
１
日（
基
準
日
）
に
お
い
て
】

◎ 

戦
没
者（
元
軍
人
・
軍
属
及
び
準
軍
属（
戦
闘
参
加
者
等
）
で
、
遺

族
に
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
・
ま
た
は
弔
慰
金
を
支
給
し
た
と

み
な
さ
れ
て
い
る
方
）
の
死
亡
に
関
し
、
公
務
扶
助
料
・
援
護
年
金

等
の
受
給
権
者
が
い
な
い
こ
と
。

◎ 

三
親
等
内
の
親
族
で
、支
給
順
位
の
最
も
先
の
順
位
者
で
あ
る
こ
と
。

◎ 

日
本
国
籍
で
あ
る
こ
と

支
給
順
位

１
位
弔
慰
金
の
受
給
権
者

２
位
戦
没
者
の
子

３
位 

戦
没
者
と
死
亡
当
時
生
計
関
係
が
あ
り
、
戦
没
者

と
氏
が
同
じ
で
あ
る 

①
父
母 

②
孫 

③
祖
父
母 

④

兄
弟
姉
妹

４
位 

上
記
３
位
以
外
の 

①
父
母 

②
孫 

③
祖
父
母 

④
兄

弟
姉
妹

５
位 

上
記
１
〜
４
位
以
外
の
ご
遺
族
で
、
戦
没
者
の
死
亡

当
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
生
計
関
係
を
有
し

て
い
た
三
親
等
内
の
親
族

第11回特別弔慰金の請求ができるのは？
「戦没者」の死亡に関して公務扶助
料・年金等の受給権者がいますか。

以前はいたが受給権者は令和2年
3月31日以前に死亡している。

戦没者の三親等内の親族は
いますか。

支給順位１位～５位で、あなたより
先の支給順位の遺族はいますか。

あなたと同じ順位の遺族は
他にいますか。

あなたは請求該当者です。
住所地は那覇市ですか。

［表Ａ］で受付期間を確認し請求
手続きをしてください。

今回の特別弔慰金は
該当しません。

決定した請求者の
住所地の役所で請求
手続きをしてください。

住所地の役所で請求
手続きをしてください。

代理人の住所地の役所で
請求手続きをしてください。

以前からいない。

今回の特別弔慰金は
該当しません。

令和2年4月1日以後に
死亡している。

特別弔慰金は該当しません。

あなたは今回は該当しません。順位
の先の方から請求してください。

同じ順位の方と相談の上、請求者を
決めてください。受給できるのは先
に請求された方になります。※１参照

日本国内ですか。

国外在住の方は代理人が必要です。
代理人の住所は那覇市ですか。

※1：請求手続きの簡素化のため、今回
 から「同意書」が廃止になりまし
 た。同じ順位者が複数いる場合は
 代表としての請求となりますので
 事前の話し合いをお願い致します。 

請求該当者が令和２年４月１日以降に死亡した場合、遺族が相続で請求できますので、
相続人の住所地の役所で請求手続きをして下さい。

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

は
い はい

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

はい

はい

［表Ａ］受付期間と受付地区　受付時間：午前９時～11時30分　午後１時～４時30分
年 月 受 付 期 間 受 付 地 区

1
6月  1日（月） ～ 12日（金） 寄宮・与儀

2  15日（月） ～ 30日（火） 松川 ・ 大道 ・ 真嘉比・上間
3
7月  1日（水） ～ 15日（水） 識名 ・ 安里 ・ 曙・ 上之屋

4  16日（木） ～ 31日（金） 繁多川 ・ 山下町 ・ 古島
5
8月  3日（月） ～ 14日（金） 仲井真 ・ 安謝 ・ 松山 ・ 長田

6  17日（月） ～ 31日（月） 国場 ・ 鏡原町 ・ 宮城・ 真地
7
9月  1日（火） ～ 11日（金） 三原・田原・港町

8  14日（月） ～ 30日（水） 小禄・金城
9
10月  1日（木） ～ 16日（金） 宇栄原・高良・奥武山

10  19日（月） ～ 30日（金） 具志・赤嶺・松島・天久・久米
11
11月  2日（月） ～ 13日（金） 西・前島・松尾・壷川

12  16日（月） ～ 30日（月） 楚辺・壷屋・銘苅・東町
13
12月  1日（火） ～ 11日（金） 牧志・樋川・久茂地・泊

14  14日（月） ～ 28日（月） 古波蔵・辻・若狭
15 R3年

1月
 5日（火） ～ 15日（金） 首里石嶺町４丁目・おもろまち

16  18日（月） ～ 29日（金） 首里石嶺町１丁目・２丁目・３丁目
17

2月  1日（月） ～ 12日（金） 首里大中町・首里当蔵町・首里鳥堀町・泉崎
18  15日（月） ～ 26日（金） 首里大名町・首里久場川町・首里桃原町

19
3月

 1日（月） ～ 17日（水） 首里崎山町・首里末吉町・首里池端町・首里山川町・首里赤田町・
首里儀保町

20  18日（木） ～ 31日（水） 首里赤平町・首里汀良町・首里金城町・首里寒川町・首里平良町・
首里真和志町

［表B］請求時の提出書類等　（令和2年4月1日以降の発行のもの）
請 求 者 状 況 下記提出書類

1 前回からの継続請求（前回相続で受給した方は含みません） イ・オ

2 今回が初めての請求、又はこれまでも該当していたが、
前回未請求で今回請求する場合 ア・イ・ウ・エ・オ

提 出 書 類
ア 戦没者と請求者の続柄を証する戸籍謄本（戦没者の死亡事項登載のもの）
イ 請求者の戸籍抄本
ウ 請求者より先順位者がいないこと（死亡・国籍喪失等）を証する戸籍抄本
エ 年金等の受給者がいないこと（死亡・再婚・離縁等）を証する戸籍抄本
オ 状況によりその他の書類※印鑑・身分確認証は必ずご持参下さい。

※ 請求者が外国在住の場合や、請求権利者が令和2年4月1日以後死亡したため、相続人から請求する場合の
提出書類等についてはお問い合わせください。

※ 窓口に来られる方が代理人の場合は、委任状（様式あり）が必要になります。
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筋
肉
を
つ
け
る
運
動

①
呼
吸
を
止
め
ず
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

②
使
っ
て
い
る
筋
肉
を
意
識
し
ま
し
ょ
う
。

③
正
し
い
フ
ォ
ー
ム
を
覚
え
ま
し
ょ
う
。

④
疲
れ
て
い
る
時
は
無
理
せ
ず
休
み
ま
し
ょ
う
。

⑤
朝
昼
晩
10
回
ず
つ
、
１
日
合
計
30
回
行
い
ま
し
ょ
う
。

胸
・
腕

両
手
を
胸
の
前
で
ぴ
っ
た
り
く
っ
つ
け
て
、

押
し
合
う
よ
う
に
力
を
入
れ
ま
す
。

す
ね

両
足
を
ぴ
っ
た
り
く
っ
つ
け
て
、
つ
ま
先

を
上
げ
ま
す
。

ふ
く
ら
は
ぎ

両
足
を
ぴ
っ
た
り
く
っ
つ
け
て
、
か
か

と
を
上
げ
ま
す
。

も
も
の
内
側

ひ
ざ
で
両
手
を
ギ
ュ
ー
っ
と
、は
さ
み
ま
す
。

手
足
グ
ー
パ
ー

ギ
ュ
ッ
と
握
っ
て　 

パ
ッ
と
大
き
く
開
く
！

背
中

両
手
を
前
に
伸
ば
し
、
胸
を
は
り
な
が
ら

ひ
じ
を
後
ろ
に
引
き
ま
す
。

お
腹
ま
わ
り

体
を
ひ
ね
り
、
ひ
じ
を
反
対
側
の
ひ
ざ
に

合
わ
せ
る
よ
う
に
し
ま
す
。

お
し
り
の
横

足
を
上
げ
て
開
い
て
正
面
に
も
ど
し
て
足

を
下
し
ま
す
。

も
も
前
・
つ
け
根

ひ
ざ
を
上
げ
て
、
か
か
と
を
押
し
出
し 

ひ
ざ
を
上
げ
て
下
ろ
し
ま
す
。

①握力が強くなる　②認知症予防

４秒押し合う４秒ゆるめる

>>> >>>

>>>

<<< <<<

<<<

①腰痛やＯ脚が改善する
②尿失禁予防

①ふらつき予防
②立っている姿勢を安定させる

グーパー 家
庭
で
も

で
き
る

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
老
人
憩
い
の
家
や
ふ
れ
あ
い
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
休
館

で
活
動
の
場
が
な
く
、
体
力
の
低
下
が
気
に
な
る
み
な
さ
ま
に
自
宅
で
で
き

る
運
動
を
紹
介
し
ま
す
。
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「広報なは市民の友」への広告を募集中。問い合わせ先　（株）ホープ ☎092-716-1401
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